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３．携帯電話等エリア整備事業の方向性（案）

■コスト負担の見直し等
・極めて小規模な集落のエリア整備を行う場合の自治体負担軽減策等を検討
し、エリア化を促進を図る。
－ 現行の制度では、100世帯以上・100世帯未満に分けて、補助率を1/2、2/3としている
が、例えば、10世帯未満の場合に補助率を嵩上げする等。

■案件形成等の円滑化
・広域的なエリア整備を行う場合など、市町村での案件形成等が困難な場合
には、都道府県が事業主体となることにより、円滑な事業実施を図る。
－ 海底光ファイバを整備する伝送路設置事業については、都道府県が事業主体となるケー
スもあるが、複数県に跨がる山岳地帯を整備する場合などにおいても、市町村での対応は
困難であり、都道府県が事業主体となって実施することも可能とする。
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■事業期間等の柔軟化
・１つの基地局設置につき、１事業として実施しているところ、今後、３年
以上の事業期間を要するような事業の実施希望がある場合には、事業を分
割して事業を実施する可能性につき検討を行う。
－ １つの基地局設置にかかる事業を分割することによる、事業期間の確保や事業費増額へ
の対応可能性について検討する。
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■被災時等での活用
・通信設備の被災等により不感エリア化した場合の補助金活用を促進する。
－ 近年、大規模自然災害が多発しており、通信設備が破損し不感エリアとなる場合があ
る。多くの場合、自治体の負担にて破損した設備の復旧を行うこととなるが、このような
ケースにおける携帯電話等エリア整備事業の活用を促進する。

＜長期的な検討課題＞
■太陽光発電設備を導入した基地局によるエリア化
－ 地理的な問題から電力線の敷設が困難となる場合には、太陽光発電により電力確保を
行うことが考えられる。一方で、バッテリー設置費が膨大であることや気象状況に影響
を受けやすいといった課題もあるため、既に太陽光発電が商用導入されている基地局で
の運用状況等も踏まえ、導入を検討する。

■設備共用による基地局整備費の低廉化
－ 現在も鉄塔や用地を複数社で共用しているケースはあるが、ネットワーク設備など更
なる設備共用による整備費の低廉化を図るため、導入の実現可能性の検証等について検
討する。


